
地方共同の金融機構のあり方に関する検討会報告書のポイント

１ 地方共同の金融機構の創設に関する検討課題

生活対策 に盛り込まれた地方公共団体支援策の一つである 地方自治体 一「 」 「 （

般会計）に長期・低利の資金を融通できる、地方共同の金融機構の創設」につい

ては、地方分権改革に即したものであることを基本として、１００年に一度とも

言われる金融危機への対応を契機とした経済対策において地方公共団体の財政力

の強化と自由度を高めるために特に示された対策の一つであることを踏まえつつ

検討した。

あわせて、地方公営企業等金融機構、政策金融改革・行政改革、財政投融資改

革、地域金融機関との関係等についても検討した。

２ 基本的な考え方

現機構は地方の共同資金調達機関として創設されているにもかかわらず、その

貸付対象が原則として公営企業に限定されていることについては、地方公共団体

の資金ニーズに適時・適切に対応できない等の問題点が指摘されることから、一

般会計への貸付けを可能とすることにより、早急に解決を図るべきである。

、 、更に 地方公共団体の財源不足を補てんするために発行する地方債については

財政融資資金にあわせて地方公共団体が共同して長期・低利の資金を確保するこ

とが重要であり、現在の厳しい税収動向を踏まえると、巨額の財源不足の発生が

見込まれる平成２１年度地方財政対策において、緊急に対処すべき課題である。

３ 地方共同の金融機構素案

新たな機構の創設はせず、次のとおり現機構の貸付対象事業の見直しにより対

処する。

（１）業務等

一般会計債を含む全ての地方債の資金の貸付けとし、貸付対象事業や貸付枠

は、機構が自主的に決定する。これに伴い、機構の名称を改める。

（２）財務基盤等

今回の見直しに際し、国及び地方公共団体に対して、新たな出資・政府保証

、 、 、は求めないこととし 当面 現行の機構の枠組みにより可能な融資枠の範囲で

出資者たる地方公共団体の要請に即した貸付けを行う。

（３）貸付条件等

貸付けは、超長期の資金を中心としたものとするとともに、地方公共団体の

ニーズを踏まえて、貸付対象、貸付期間、利率設定方式、繰上償還の扱い等に

ついて柔軟に対処する。

（４）危機対応体制の確立

内外の金融秩序の混乱、経済事情の変動等の危機に十分に対応する仕組みを

構築する。


